建設工事等における監理技術者等の雇用関係確認書類について
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　本市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務における配置技術者については，受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係のある者を条件としています。
今般，発行済みの健康保険被保険者証を有効とする経過措置が令和７年１２月１日に終了することに伴い，令和７年１２月２日以降に配置予定技術者の雇用確認を行う際は，以下の書類で確認を行うこととします。

	
	証明書類
	雇用開始の認定日

	１
	住民税特別徴収税額の決定（変更）通知書（特別徴収義務者用）の写し
	最新の通知書の通知日★

	２
	健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
	最新の通知書の通知日★

	３
	雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
	資格取得年月日

	４
	監理技術者資格者証（表面及び裏面）の写し
	交付日

	５
	技術士登録証明書の写し
	発行日

	６
	ＲＣＣＭ登録証の写し
	発行日

	７
	【１～６の書類を提出することが難しい場合】
雇用証明書（氏名，事業者名称，証明者，証明日（３か月以内のもの），雇用形態，雇用開始日の記載があり，代表者印が押印されたもの）の写し
※証明内容に虚偽記載が認められた場合は，処分の対象となります。
	雇用開始日


★最新の通知書では雇用期間の要件を満たさない場合，前年度の通知書も併せて確認します。
